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市民憲章　わたしたちは　自然を愛し　環境をととのえ　大田原を美しいまちにしましょう市民憲章　わたしたちは　自然を愛し　環境をととのえ　大田原を美しいまちにしましょう

通常業務（平日：月～金曜日）　午前８時30分～午後５時15分通常業務（平日：月～金曜日）　午前８時30分～午後５時15分
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　東日本大震災への対応、国保税税率引き上げ  など
イベント　……………………………………… ８
お知らせ　…………………………………８～ 13
図書館　………………………………………… 13
公民館　……………………………………14～15
与一伝承館・彫刻周遊　……………………… 16
ハーモニーホール　…………………………… 17
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４月16日（土）、「放射線と人体への影響」講演会（北金丸  国際医療福祉大学）４月16日（土）、「放射線と人体への影響」講演会（北金丸  国際医療福祉大学）
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平成23年５月15日号 2

【 支援制度一覧（その１）】
　内　　容　

地震により住宅に被害を受けた方に、見舞金
が支給されます。
・全壊（５割以上の損壊）　５万円
・半壊以上（２割以上５割未満の損壊）   ３万円
・一部損壊（２割未満の損壊）　１万円

１世帯原則 10 万円以内
（世帯員が４人以上のときは 20 万円以内）
※保証人は必要なし

生活保護住宅扶助基準額を上限として、家賃
額を貸主に直接支払います。（原則６カ月）
（収入によっては一部支給となります）
　例　大田原市単身：月額 32,200 円上限

住む場所、世帯人数、収入などにより生活保
護費が決定されます。
（活用できる資産は活用していただくことに
なります。）
農漁業経営に必要な運転資金を融資します。
（施設整備・機械購入等には対象外）
・貸付限度額　500 万円
・貸付期間　　３年以内
・貸付金利　　無利子
給付額は、離職の日の直前６カ月間に支払わ
れた賃金の合計額を 180 日で割った額のお
よそ4.5 割から８割となります。
（年齢ごとに給付額の下限と上限を定めてい
ます。）
給付日数は、被保険者であった期間（算定基
礎期間）・年齢・離職理由により決定されま
す。

　
　
　
　

生
活
一
般

　必要な書類など　
・り災証明書
   （半壊以上の場合に必
   要、写しでも可）
・写真等
・身分証明書
・預・貯金通帳
※写真は、住宅全体の写
　真と住宅の被害を受け
　た部分の写真が必要
担当課に相談してください

担当課に相談してください

担当課に相談してください

担当課に相談してください

・休業票または離職票
・身分証明書
・印鑑

　対象者　
市内に住民登録さ
れている方
　
　
　
　
　
　
　
今回の震災で被災
された方
（他県から避難され
た方は、災害救助法
適用地域に住んでい
た方）
平成 19 年 10 月１日
以降離職（震災によ
り離職された場合も
含む）し、住居を喪
失しまたは喪失する
おそれがあり、就労
意欲がある方で、一
定の収入要件など
に該当している方
生活に困窮した方
（世帯）で、収入が国
で定める最低生活
基準を下回る方
農漁業生産物が出
荷停止や風評被害
などにより損失を受
けた農漁業者

雇用保険に６カ月
以上加入しているな
どの要件を満たす
被保険者で、震災に
より直接被害を受け
た事業所が休止・
廃止したために休
業または一時的な
離職をした方

種類または
名称

災害見舞金

緊急小口資金
（特例貸付）

住宅手当

生活保護

が ん ばろう
”とちぎの農
業”緊急支援
資金

雇用保険

担当課・
連作先

福祉課社会福祉係
　　(23)8707
 

社会福祉協議会
　　(23)1130

福祉課生活福祉係
　　(23)8637

福祉課生活福祉係
　　(23)8637

農政課農産園芸係
　　(23)8292

ハローワーク大
田原
大田原公共職業
安定所
　　(22)2268

　３月11日に発生した東日本大震災で被災された多くの方々に、謹んでお見舞いを申し上げます。
　この震災では、市内でも多くの家屋が半壊・損壊するなどの被害が発生しました。
　市などでは、被災された市民の皆さまの生活・産業基盤の回復に向けてさまざまな支援制度を実施してい
ますのでお知らせします。制度の内容などについては、各担当課へお問い合わせください。

東日本大震災で被災された方への支援制度東日本大震災で被災された方への支援制度

（４月 20 日現在）

　後日郵送します。
 ・ 被害状況が基準に満たない場合、証明書が発行できない
　場合がありますので、ご了承ください。
 ・ 複数枚必要な場合は、お申し出ください。
 ・ り災証明書の申請・問い合わせ先は、税務課税制係（南別
　館２階、　　（２３）８７８５）です。

● り災証明書
 ・ 各種支援制度をご利用になる場合は、担当課にご相談し
　てから、り災証明を申請してください。
 ・ り災証明の申請には、「被害状況が分かる写真」が必要と
　なりますので、お持ちください。
 ・ り災証明書の発行には時間がかかる場合もありますので、
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【 支援制度一覧（その２）】
　内　　容　

地震により住宅に著しい被害を受けた世帯
に対し、生活を再建するために支援金が給付
されます。

３カ月間は家賃無料、敷金なしで最大で１年
間入居可能。
（ただし、３カ月経過後は、最低家賃を徴収す
  る。）
※部屋の空き状況については申請の際にお
　問い合わせください。
地方税法および大田原市税条例などにより、
実態に応じて減免します。

４月指針および５月指針において、前回数量
を上回った水道使用者は前回指針数量を、下
回った場合は下回った数量を使用水量としま
す。
また、前回指針がないもの（新規開栓者）につ
いては、基本水量を使用水量とします。
受益者負担金の徴収を、１年以内を限度とし
て猶予します。

被災前と被災後の階層に係る保育料の額の
差額を減免します。また、１年以内の期間に
限って徴収を猶予します。

自己負担額（１割）を減額または免除します。

自己負担額（１割）の支払いを５月末まで猶
予または免除します。

前年の合計所得金額２区分、損害の程度２
区分により減免します。
※７ページの「国民健康保険税等の減免」を
　ご覧ください。

　　　
　

住
宅
関
係

減
免
な
ど

　必要な書類など　
担当課に相談してください
　

・申請書誓約書
　（建築住宅課窓口備え
　付け）
・り災証明書
　（写しでも可）
・印鑑
・市税減免申請書
・り災証明書

担当課に相談してください

・徴収猶予申請書
　（下水道課備え付け）
・り災証明書
　（写しでも可）

・保育料減免・猶予申請
   書

担当課に相談してください

担当課に相談してください

・介護保険料減免申請書
・り災証明書
　（写しでも可）

　対象者　
住宅が全壊、大規模
半壊または半壊以
上で家を解体せざる
を得ない方
居住していた住宅が
使用不能となった方

所有する家屋または
土地に著しい被害
（半壊以上）を受け
た方
　
　
　
　

公共下水道の受益
者負担金を納める
方の中で、震災・風
水害・その他の災
害を受けた方
扶養義務者の所有
に係る住宅または家
財に受けた損害金
額が、その住宅また
は 家 財 の 価 格 の
100 分の 30 以上で
ある方
本人または生計主
が住宅に著しい損
害（半壊以上）を受
けた方
・災害救助法適用地
  域（大田原市は該
  当）に住所を有す
  る方
・本人または生計主
  が住宅に著しい損
  害（半壊以上）を受
  けた方
（県外からの避難者
  にも適用）
第１号被保険者ま
たはその属する世
帯の主たる生計維
持者の所有に係る
住宅に受けた損害
金額（保険金等によ
り補てんされるべき
金額を控除した額）
がその住宅の価格
の 20％以上の方

種類または
名称

被災者生活再
建支援制度

市営住宅の提
供

固定資産税の
減免

水道料金の軽
減措置

公共下水道受
益者負担金の
徴収猶予

保育料の減免

介護サービス
利用者負担額
減額または免
除
介護サービス
利用料の支払
い猶予または
免除

介護保険料の
災害に係る減
免

担当課・
連絡先

総務課総務防災係
　　(23)1111

建築住宅課住宅係
　　(23)8724

税務課資産税係
　　(23)8726

水道課管理係
　　(23)8713
 

下水道課管理係
　　(23)8712

こども課保育係
　　(23)8769

高齢いきがい課
介護管理係
　　(23)8678

高齢いきがい課
介護管理係
　　(23)8678

国保年金課賦課係
　　(23)8792
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【 支援制度一覧（その３）】
　内　　容　

前年の合計所得金額３区分、損害の程度２
区分により減免します。
※７ページの「国民健康保険税等の減免」を
　ご覧ください。

被災された人の平成 23 年５月診療分までの
医療費の支払いが猶予または免除されます。
被保険者証なしでも受診できます。

前年の合計所得金額３区分、損害の程度２
区分により減免します。
（栃木県後期高齢者医療広域連合長が減免
を決定します。）
※７ページの「国民健康保険税等の減免」を
　ご覧ください。

納付できないと認められる金額を限度とし１
年以内の期限に限ってその徴収を猶予しま
す。

納付できないと認められる金額を限度とし６
カ月以内の期限に限ってその徴収を猶予しま
す。
（栃木県後期高齢者医療広域連合長が徴収
猶予を決定します。）

指定された業種に属し、売上高の減少等につ
いて、大田原市長の認定を受けた中小企業
が対象です。
保証限度無担保８千万円、最大２億８千万
円
一般保証と別枠。災害関係保証と同枠。融資
額の全額を保証します。
東北地方太平洋沖地震により被災した県制
度融資利用企業の返済負担の軽減を図るた
め、融資期間を延長します。

　　　
　

減
免
な
ど

企
業
支
援

種類または
名称

国民健康保険
税の災害に係
る減免

国民健康保険
または後期高
齢者医療制度
加入者の医療
費の猶予また
は免除
後期高齢者医
療保険料の災
害に係る減免

介護保険料の
災害に係る徴
収猶予

後期高齢者医
療保険料の災
害に係る徴収
猶予

中小企業向け
資金繰り支援
策（セーフテ
ィネット保証）
（5号）

県制度融資の
融資期間延長

　必要な書類など　
・国民健康保険税減免申
  請書
・り災証明書
　（写しでも可）

氏名、生年月日、加入して
いる医療保険、連絡先な
どを医療機関に申し出て
受診できます。

・後期高齢者医療保険料
  減免申請書
・り災証明書
　（写しでも可）

・介護保険料徴収猶予申
  請書
・り災証明書
　（写しでも可）

・後期高齢者医療保険料
   徴収猶予申請書
・り災証明書
　（写しでも可）

・認定申請書等

・り災証明書または営業
  状況調書等

　対象者　
納税義務者および
その世帯に属する
被保険者の所有に
係る住宅または家
財に受けた損害金
額（保険金等により
補てんされるべき金
額を控除した額）が
その住宅または家
財の価格の 30％以
上であり、前年中の
合 計 所 得 金 額 が
600 万円以下の世
帯
住宅に被害（全半
壊）を受けたまたは
主たる生計維持者
が重篤な傷病を負
われた方

被保険者またはそ
の属する世帯の世
帯主の前年中の合
計所得金額が 1,000
万円以下であり、住
宅、家財等の財産が
受けた損害金額（保
険金等により補てん
されるべき金額を控
除した額）が前年中
の合計所得金額の
30％以上の方
第１号被保険者ま
たはその属する世
帯の主たる生計維
持者の所有に係る
住宅、家財等の財産
について著しい損害
を受けた方
被保険者またはそ
の属する世帯の世
帯主の所有に係る
住宅、家財等の財産
について著しい損害
を受け、生活が著し
く困難となった方

担当課・
連絡先

国保年金課賦課係
　　(23)8792

国保年金課国保医
療係
　　(23)8857

国保年金課賦課係
　　(23)8792

収納対策課徴収
対策係
　　(23)8639

収納対策課徴収
対策係
　　(23)8639

商工観光課商業振
興係
　　(23)8709

商工観光課商業振
興係
　　(23)8709
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自
然
災
害
に
よ
り
家
屋
が
破
損
し
た
場

合
、
そ
の
程
度
を
認
定
基
準
に
基
づ
き
判

定
し
、「
全
壊
」、「
大
規
模
半
壊
」、「
半
壊
」、

「
一
部
損
壊
」の
い
ず
れ
か
の
認
定
結
果
を

市
が
証
明
す
る
も
の
で
す
。

　

被
害
の
程
度
に
応
じ
て
各
種
支
援
制
度

な
ど
を
ご
利
用
に
な
る
際
に
は
、
多
く
の

場
合
、
こ
の
証
明
書
の
提
出
を
求
め
ら
れ

ま
す
。
こ
の
た
め
、
市
で
は
証
明
の
発
行

を
行
う
た
め
、
被
害
認
定
調
査
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

申
請
に
は
「
被
害
状
況
が
分
か
る
写
真
」

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
持
ち
く
だ

さ
い
。
な
お
、
り
災
証
明
書
の
発
行
に
は

時
間
が
か
か
り
ま
の
で
、
申
請
を
受
け
て

そ
の
場
で
の
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。
後
日

郵
送
し
ま
す
。

　

ま
た
、
被
害
状
況
が
基
準
に
満
た
な
い

場
合
、
証
明
書
が
発
行
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
申
請
期
限

　

５
月
31
日（
火
）　

午
後
５
時
15
分
ま
で

※
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
か
か
わ
る

　

り
災
証
明
の
場
合

　
「
自
然
災
害
に
よ
り
家
財
な
ど
に
被
害

が
あ
っ
た
こ
と
を
市
に
申
し
出
た
こ
と
」

を
証
明
す
る
も
の
で
す
。

　

家
財
道
具
や
電
化
製
品
な
ど
の
保
険
金

の
請
求
で
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の

事
故
に
伴
う
放
射
性
物
質
の
流
出
に
よ
る

農
産
物
損
害
の
賠
償
に
は
「
被
害
の
申
し

出
」が
必
要
で
す
。

●
対
象
と
な
る
被
害
内
容

・
農
産
物
の
出
荷
停
止
お
よ
び
出
荷
自
粛

　

に
よ
る
場
合

・
風
評
被
害
等
に
よ
り
価
格
が
下
落
し
た

　

場
合

※
被
害
額
を
算
定
す
る
た
め
に
は
被
害
を

　

証
明
す
る
資
料
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

Ｊ
Ａ
・
酪
農
協
・
開
拓
農
協
（
取
り
ま

　

と
め
団
体
）

　

農
政
課
農
産
園
芸
係

　
　
　
（
２
３
）８
２
９
２

　

那
須
農
業
振
興
事
務
所

　
　
　
（
２
３
）２
１
５
１

　

４
月
16
日
（
土
）、
国
際
医
療
福
祉
大

学
大
講
堂
で
大
田
原
市
と
国
際
医
療
福
祉

大
学
の
共
催
に
よ
り
、「
放
射
線
と
人
体

へ
の
影
響
」講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の

事
故
で
放
射
線
へ
の
不
安
が
広
が
っ
て
い

る
状
況
を
踏
ま
え
、
市
民
の
皆
さ
ま
に
放

射
線
と
そ
の
リ
ス
ク
お
よ
び
大
田
原
市
の

現
状
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
よ
り
適

切
な
行
動
に
結
び
付
け
て
い
た
だ
く
こ
と

を
目
的
に
開
催
し
た
も
の
で
、
各
分
野
の

専
門
の
先
生
が
講
演
を
行
い
、
集
ま
っ
た

約
８
５
０
人
の
聴
衆
は
熱
心
に
耳
を
傾
け

て
い
ま
し
た
。

　

国
際
医
療
福
祉
大
学
准
教
授
の
山
本
智

朗
氏
か
ら
「
大
田
原
市
の
放
射
線
量
に
つ

い
て
」と
題
し
て
、
放
射
線
の
基
礎
知
識
、

同
大
学
内
３
カ
所
で
の
放
射
線
測
定
結
果

と
県
内
の
他
の
測
定
場
所（
宇
都
宮
市
、

那
須
町
）と
の
比
較
な
ど
の
解
説
が
あ
り
、

当
市
に
お
い
て
は
、
事
故
発
生
当
時
か
ら

の
積
算
量
で
評
価
し
て
も
健
康
を
害
す
る

放
射
線
量
で
は
な
い
と
の
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。

　

続
い
て
、
同
大
学
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
の

鈴
木
元
氏
か
ら
は
、「
放
射
線
の
人
体
へ

の
影
響
に
つ
い
て
」と
題
し
て
、
放
射
線

被
ば
く
、
野
菜
や
水
の
放
射
線
の
人
体
へ

の
影
響
に
つ
い
て
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

年
５
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
放
射
性
セ
シ
ウ

ム
に
被
ば
く
し
た
と
仮
定
し
て
も
、
生
涯

に
お
け
る
癌
（
が
ん
）リ
ス
ク
は
、
肥
満

の
２
０
０
分
の
１
以
下
の
リ
ス
ク
の
大
き

さ
で
あ
る
こ
と
を
認
知
し
て
ほ
し
い
と
の

説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
同
大
学
教
授
の
久
保
敦
司
氏
か

ら
は
、「
放
射
線
被
ば
く
‐
医
療
被
ば
く

の
視
点
か
ら
‐
」
と
題
し
て
、
放
射
線
被

ば
く
の
人
体
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
医
療

被
ば
く
の
視
点
か
ら
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

放
射
線
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
、
放
射

線
の
良
さ
も
怖
さ
も
知
る
こ
と
が
大
切
で

あ
り
、
放
射
線
被
ば
く
を
過
剰
に
恐
れ
な

い
よ
う
に
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

講
演
後
に
は

参
加
者
か
ら
た

く
さ
ん
の
質
問

も
出
て
、
放
射

線
に
対
す
る
関

心
の
高
さ
を
物

語
っ
て
い
ま
し

た
。

■
問
い
合
わ
せ

　

健
康
政
策
課
健
康
政
策
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
０
４

り
災
証
明
・
被
災
申
出
証
明

り
災
証
明

被
災
申
出
証
明

  名　称

り災証明
　
　
　
　
　
　
被災申出
証明

　申請できる方

・り災された本人
・同居の親族
・使用者
　
　
　
　
・被災された本人

申請先・問い合わせ

税務課税制係
（南別館２階）
　　　(23)8785
　
　
　
　
総務課総務防災係
（総合文化会館1階）
　　　(23)1111

※ り災証明については、原則として復旧後の証明はできません。

　　  申請に必要なもの

・り災証明願 （窓口備え付け）
・被害状況が分かる写真
　（屋根瓦のずれ、柱・床・天
　   井のゆがみ、外壁・内壁・
　   基礎のひび割れなど）
・身分証明書 （運転免許証等）
・印鑑
・印鑑

久保敦司教授による講演

「
放
射
線
と
人
体
へ
の
影
響
」講
演
会

農
産
物
損
害
の
賠
償
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市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
お

よ
び
課
税
限
度
額
を
平
成
23
年
度
か
ら
引

き
上
げ
を
行
い
ま
し
た
。

　
「
広
報
お
お
た
わ
ら
」の
５
月
１
日
号
で

は
、
改
定
前
（
平
成
22
年
度
）と
改
定
後

（
平
成
23
年
度
）の
税
率
お
よ
び
課
税
限
度

額
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。（
図
１

参
照
）

　

今
回
は
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
基
に
平
成

23
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
額
を
試
算
し
、

平
成
22
年
度
の
税
額
と
比
較
し
て
み
ま
し

ょ
う
。
全
て
の
所
得
区
分
で
保
険
税
が
増

額
と
な
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
し
て
い
る
皆

様
が
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
安
心
し

て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
た
め
の
大
切
な
制

度
で
す
。
費
用
は
、
国
や
県
な
ど
の
負
担

金
の
ほ
か
、
皆
さ
ん
が
納
め
る
保
険
税
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

国
保
年
金
課
賦
課
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
９
２

30万円
68万円
100万円
200万円
400万円
500万円
600万円

7割
2割
-
-
-
-
-

14,400
68,800
106,200
193,200
367,200
454,200
541,200

7割
2割
-
-
-
-
-

15,600
81,100
127,700
240,700
466,700
579,600
630,000

1,200
12,300
21,500
47,500
99,500
125,400
88,800

7.69%
15.17%
16.84%
19.73%
21.32%
21.64%
14.10%

世帯区分 所得区分
改定前(平成22年度)
軽減割合 税額(円)

改定後(平成23年度) 比　較
軽減割合 税額(円) 増減額（円） 増加率

単身世帯
(介護1号該当)

※所得区分欄の所得金額は、事業収入、不動産収入、給与収入、公的年金収入などの各種収入から
　それぞれ経費や控除額を差し引いた後の所得金額を合計したものとします。
※国民健康保険税の算出には、所得区分欄の所得金額から 33 万円を控除した金額(課税対象所得 )
　を用います。

医療給付分・・・・医療費などの支払いに充てる税額
後期支援金分・・・75歳以上の医療制度に充てる税額  
介護給付金分・・・介護保険事業に充てる税額
所得割額・・・・・前年中の世帯の総所得に応じて算定
均等割額・・・・・加入者 1人当たりの税額
課税限度額・・・・所得割、均等割の合計が限度額以上になった場合は、課税限度額が課税される。

●モデルケース１
　国民健康保険の被保険者である世帯員が１名。(満65歳以上で、介護保険制度の１号被保険者。)

図１　大田原市国民健康保険税率等

平
成
23
年
度
国
民
健
康
保
険
税
の

税
率
等
改
定
の
お
知
ら
せ
②

平
成
23
年
度
国
民
健
康
保
険
税
の

税
率
等
改
定
の
お
知
ら
せ
②

平
成
23
年
度
か
ら
税
率
お
よ
び
限
度
額
が

引
き
上
げ
に
な
り
ま
す

モデルケースによる試算

負担区分

医療給付分
（加入者全員）
後期支援金分
（加入者全員）
介護給付金分
（40～ 64 歳の方）

(参考)計

低所得世帯に
対する軽減

改定前（平成 22 年度） 改定後（平成 23 年度） 比　較
所得割額

％
所得割額

％
所得割額

％
課税限度額

円
均等割額

円
課税限度額

円
均等割額

円
課税限度額

円
均等割額

円

6.9

1.8

1.6

10.3

37,000

11,000

13,000

61,000

7･5･2 割

470,000

120,000

90,000

680,000

8.9

2.4

2.3

13.6

41,000

11,000

15,000

67,000

7･5･2 割

500,000

130,000

100,000

730,000

2.0 

0.6 

0.7 

3.3 

4,000

0

2,000

6,000

30,000

10,000

10,000

50,000

― ― ― ―
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東
日
本
大
震
災
に
よ
り
住
宅
ま
た
は
家

財
に
損
害
を
受
け
た
方
は
、
要
件
を
満
た

す
場
合
、
保
険
税
等
の
減
免
を
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
国
保
年
金
課
賦
課
係
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　
国
保
年
金
課
賦
課
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
９
２

●モデルケース２
国民健康保険の被保険者である世帯員が２名。（夫婦ともに40歳満で、妻の前年度所得はなし。）

30万円
100万円
170万円
200万円
300万円
400万円
500万円
600万円

7割
2割
-
-
-
-
-
-

28,800
135,000
215,100
241,200
328,200
415,200
502,200
585,200

7割
2割
-
-
-
-
-
-

31,200
158,900
258,800
292,700
405,700
518,700
627,600
630,000

2,400
23,900
43,700
51,500
77,500
103,500
125,400
44,800

7.69%
15.04%
16.89%
17.59%
19.10%
19.95%
19.98%
7.11%

世帯区分 所得区分
改定前(平成22年度)
軽減割合 税額(円)

改定後(平成23年度) 比　較
軽減割合 税額(円) 増減額（円） 増加率

夫婦２人
(介護非該当)

●モデルケース３
国民健康保険の被保険者である世帯員が３名。(夫は満40歳以上で、介護保険制度の２号被保険者。
妻は、満40歳未満で、前年中の所得は無し。小学６年生の子どもが１人。）

30万円
100万円
170万円
200万円
300万円
400万円
500万円
600万円

7割
2割
-
-
-
-
-
-

43,800
173,400
263,100
289,200
376,200
463,200
550,200
590,000

7割
2割
-
-
-
-
-
-

46,800
200,500
310,800
344,700
457,700
570,700
630,000
630,000

3,000
27,100
47,700
55,500
81,500
107,500
79,800
40,000

6.41%
13.52%
15.35%
16.10%
17.81%
18.84%
12.67%
6.35%

世帯区分 所得区分
改定前(平成22年度)
軽減割合 税額(円)

改定後(平成23年度) 比　較
軽減割合 税額(円) 増減額（円） 増加率

夫婦２人
(介護２号該当１人)

300万円以下 

300万円を超え450万円以下

450万円を超え600万円以下

前年の合計所得金額

100分の50

100分の25

100分の12.5

全　額

100分の50

100分の25

・国民健康保険
　税減免申請書
・り災証明書
  （写しでも可）

必要書類

軽減割合または免除

国民健康保険税

損害の程度が
100分の30以上
100分の50未満

損害の程度が
100分の50以上

国民健康保険税国民健康保険税

200万円未満 

200万円以上

前年の合計所得金額

100分の50

100分の25

全　額

100分の50

・介護保険料
　減免申請書
・り災証明書
  （写しでも可）

必要書類

介護保険料介護保険料

損害の程度が
100分の20以上
100分の50未満

損害の程度が
100分の50以上

軽減割合または免除

500万円以下 

500万円を超え750万円以下

750万円を超え1000万円以下

前年の合計所得金額

100分の50

100分の25

100分の12.5

全　額

100分の50

100分の25

必要書類

軽減割合または免除
損害の程度が
100分の20以上
100分の50未満

損害の程度が
100分の50以上

・後期高齢者医
　療保険料減免
　申請書
・り災証明書
  （写しでも可）

後期高齢者
医療保険料
後期高齢者
医療保険料

国
民
健
康
保
険
税
等
の
減
免

国
民
健
康
保
険
税
等
の
減
免
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松
尾
芭
蕉
が「
お
く
の
ほ
そ
道
」の
行
程
で

黒
羽
地
区
に
逗
留
し
た
５
月
21
日
か
ら
６
月

３
日
ま
で
を「
芭
蕉
ウ
ィ
ー
ク
」と
し
て
、
次

の
と
お
り
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

●
期
　
間

　

５
月
21
日（
土
）〜
６
月
３
日（
金
）

●
イ
ベ
ン
ト
内
容

  【
芭
蕉
さ
ん
の
知
ら
な
い
元
禄
の
事
件
大

  

田
原
】

○
内　

容　

芭
蕉
さ
ん
一
行
が
、日
光
街
道

　

か
ら
黒
羽
を
目
指
し
那
須
野
に
さ
し
か

　

か
っ
た
折
、少
女〝
か
さ
ね
〞ち
ゃ
ん
と
出

　

会
っ
た
薄
葉
の
里
付
近
や
赤
穂
義
士
大

　

高
源
吾
と
関
わ
り
の
あ
っ
た
佐
久
山
地

　

区
を
中
心
に
バ
ス
や
徒
歩
で
巡
り
ま
す
。

○
日　

時　

６
月
３
日（
金
）

　

午
前
９
時
〜
午
後
２
時
30
分（
小
雨
決
行
）

○
集　

合　

道
の
駅
那
須
与
一
の
郷

　

午
前
９
時
集
合

○
行　

程

　

道
の
駅
那
須
与
一
の
郷
＝
か
さ
ね
橋
＝

　

中
薄
葉
十
文
字
＝
滝
沢
神
社
・
不
動
の

　

滝
＝
正
浄
寺（
句
碑
）＝
佐
久
山
散
策

　
（
実
相
院
・
村
上
英
俊
碑
・
豊
道
春
海

　

碑
・
大
日
堂
け
や
木
）＝
御
殿
山
公
園
＝
ふ

　

れ
あ
い
の
丘
＝
道
の
駅
那
須
与
一
の
郷
解
散

○
募
集
人
員　

35
名（
市
外
在
住
者
も
可
）

○
参
加
費
用　

１
０
０
０
円

　
（
昼
食
代
・
保
険
料
と
し
て
当
日
集
金
）

○
申
込
方
法

　

５
月
23
日（
月
）か
ら
大
田
原
市
観
光
協

　

会
ま
で
電
話
で
申
し
込
み
。定
員
に
な
り

　

次
第
締
め
切
り
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

大
田
原
市
観
光
協
会

　
　
　
（
５
４
）１
１
１
０

　
「
関
東
地
方
環
境
美
化
運
動
の
日
」に
散

乱
ご
み
の
市
内
一
斉
清
掃
が
行
わ
れ
ま
す
。

み
な
さ
ん
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
　
時

　

５
月
29
日（
日
）　

午
前
７
時
〜
９
時

●
ご
み
集
積
場
所　

各
自
治
会
の
回
覧
板

　

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
対
象
の
ご
み

　
「
も
や
せ
る
ご
み
」「
か
ん
類
（
き
れ
い
な

　

も
の
）」「
ビ
ン
・
ガ
ラ
ス
類
」「
も
や
せ

　

な
い
ご
み（
汚
れ
た
か
ん
類
を
含
む
）」

●
注
意
事
項

・
拾
っ
た
ご
み
は
き
ち
ん
と
種
類
別
に
分

　

け
ま
し
ょ
う
。

・
拾
っ
た
ご
み
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
袋
に
入

　

れ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
家
庭
ご
み
は
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
左
記
の
連
絡
先
ま
で
お
問
い

　

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

生
活
環
境
課
生
活
環
境
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
０
６

  《
当
日
の
問
い
合
わ
せ
先
》

　

広
域
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
大
田
原

　
　
　
（
２
０
）２
２
７
０

「
芭
蕉
ウ
ィ
ー
ク
」イ
ベ
ン
ト
開
催

ご
み
の
一
斉
清
掃
の
お
知
ら
せ

行政相談委員が国の行政全般についての相談や意
見・要望を受け付けます。
◆大田原地区
　日時　６月 27 日（月）　午前 10 時～午後３時
　場所　大田原市福祉センター  　（２３)０２２３
◆湯津上地区
　日時　６月１日（水）　  午後１時～４時
　場所　佐良土多目的交流センター   　（９８)３７１５
◆黒羽地区
　日時　６月１日（水）　  午前９時 30 分～正午
　場所　黒羽・川西地区公民館（黒羽庁舎２階）
　　　　　　　　　　　　　　  　（５４)０１８４

■問い合わせ
　秘書課広報広聴係
　　　（２３)８７００

総合行政相談
●
６
月
の
相
談
の
窓
口

遺言の公正証書、土地建物・金銭の貸借、離婚給付、
会社設立定款などについて、公証人が無料で相談に
応じます。予約が必要ですので、公証役場まで電話
でご予約ください。
　日時　６月 22 日（水）　午前 10 時～正午
　場所　大田原市福祉センター
　申込　午前９時～午後５時（土･日･祝日除く）

■予約・問い合わせ
　大田原公証役場
　　　（２３)０６６６

公正証書(法律)
無料相談

相談日は、祝日などにより原則と異なっている場合がありますので、ご確認のうえご相談ください。

弁護士が無料で相談に応じます。予約が必要ですの
で、総務課文書法規係まで電話ご予約ください。
　日時　６月 22 日（水）　午後１時 30 分～ 4時
　場所　大田原市福祉センター
　申込　６月 15 日（水）～ 21 日（火）
　　　　午前８時 30 分～午後５時 15 分
　　　　（土･日･祝日除く）

■予約・問い合わせ
　総務課文書法規係
　　　（２３)８７０２

市  民  無  料
法  律  相  談

人権擁護委員が名誉・信用の侵害、差別・いじめに
関する相談を受け付けます。
◆大田原地区
　日時　６月１日(水）午前９時 30 分～正午
　場所　大田原市福祉センター  　（２３)０２２３
◆湯津上地区
　日時　６月１日(水）午後１時～４時
　場所　佐良土多目的交流センター    　（９８)３７１５
◆黒羽地区
　日時　６月１日(水）午前９時 30 分～正午
　場所　黒羽・川西地区公民館（黒羽庁舎２階）
　　　　　　　　　　　　　　  　（５４)０１８４

■問い合わせ
　総務課総務防災係
　　　（２３)１１１１

人  権  相  談
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●健康おおたわら塾●●健康おおたわら塾●

第１回 毎年５月17日は｢世界高血圧デー｣第１回 毎年５月17日は｢世界高血圧デー｣
■相談・問い合わせ
　健康政策課成人健康係
　　 （２３）７６０１

慢性腎臓病(ＣＫＤ)発症要因チェックシート

　血圧は高くても症状に出ないことが多く、高
いままにしておくと、血管に大きな負担がかか
り、少しずつ血管が固くもろくなり、動脈硬化
が進みます。血圧が高い状態が10年以上続くと、
生活習慣病の一つである、脳出血や脳梗塞など
の脳血管疾患や、心筋梗塞や狭心症などの虚血
性心疾患など、命にかかわる病気が起こりやす
くなります。
　大田原市においては、虚血性心疾患で治療し
ている方の中で、その原因となる病気が｢高血圧｣
の方は 77.2％、脳血管疾患で治療している方の

中では 72.6％と高い割合です。
　2010 年度市民健康診査において、男性では 30
代後半ですでに４人に１人が、女性では 40 代か
ら高血圧所見のある方が増えています。働き盛
りの頃から血圧値が高い方が多いことが分かり
ます。
　日本の高血圧の診断基準は、下記の日本高血
圧学会の血圧分類が適応されています。
　大切なことは、自分の血圧値がどの段階にい
るのか、どれくらいが目安なのかを知ることで
す。

血圧に影響を与える生活習慣を振り返り、血圧を測る習慣がない
方も、健康診断や家庭での定期的な自己測定を行い、自分の血圧
値を知ることをおすすめします。
血圧に影響を与える生活習慣を振り返り、血圧を測る習慣がない
方も、健康診断や家庭での定期的な自己測定を行い、自分の血圧
値を知ることをおすすめします。

※食塩摂取量 (g)＝ナトリウム摂取量 (mg)×2.54/1000
エネルギー　600 kcal
たんぱく質  　50 g
脂　　質　  　10 g
炭水化物　  　98 g
ナトリウム 1,800 mg

食
品
表
示
の
例

栄養成分表(100gあたり)

血圧はどうして上がるの？血圧はどうして上がるの？

血圧が高くなる原因としては次のことが関係しています。
□遺伝的要素
□食べ方(食塩の摂りすぎ) ・・・体内の水分量が多くなり、血管に負担がかかります。
□肥満・・・・・・・・・・・・体内の血液の量が増えて、血管に負担がかかります。
□運動不足・・・・・・・・・・肥満につながります。
□たばこ・・・・・・・・・・・動脈硬化をまねき、血管が固くなります。
□過労、緊張、睡眠不足・・・・交感神経の働きにより、血圧が上がります。
□アルコール・・・・・・・・・体に入ったアルコール濃度を薄めようと、体内の水分量が
　　　　　　　　　　　　　　　増えるため、血管に負担がかかります。

当てはまるものはありましたか？血圧の変化は、これらの生活習慣が関係します。当てはまるものはありましたか？血圧の変化は、これらの生活習慣が関係します。

　平成21年の栃木県の成人一日あたりの平均食塩摂取量は、男性では12.4ｇ、女性では10.2ｇでした。
全国では、男性は11.6ｇ、女性では9.9ｇです。平成15年と比較すると、食塩摂取量は減少しています。
目標の、男性 9.0ｇ/ 日未満、女性 7.5ｇ/ 日未満より多く、目標を超えて摂取している方は、男女と
もおよそ 4 人中 3 人です。塩分は料理に使われるしょうゆや塩以外にも、インスタント麺やスナッ
ク菓子などにも含まれており、知らず知らずのうちに目安以上の塩分を摂っていることがあります。
食材の食品表示から、塩分摂取量が計算でき、自分がどれくらい塩分を摂取しているか確認できます。

塩分摂取の目標は男性9.0ｇ/日未満、女性7.5ｇ/日未満塩分摂取の目標は男性9.0ｇ/日未満、女性7.5ｇ/日未満

至適血圧

正常高値血圧

軽症高血圧

中等症高血圧

重症高血圧

至適血圧

正常高値血圧

軽症高血圧

中等症高血圧

重症高血圧

80 85 100 110
拡張期血圧

収
縮
期
血
圧

（mmHg）

（mmHg）

130
140

160

180

正常血圧正常血圧

生活習慣の改善が必要です。１～３
カ月以内に再測定し、高ければ医師
の指示による薬物治療が必要です。

直ちに生活習慣改善、
医師の指示による薬物
治療が必要です。

●

●

●

●

●● 正常血圧ですが
高めです。
生活習慣を改善
しましょう。

正常血圧ですが
高めです。
生活習慣を改善
しましょう。120家庭血圧の

正常基準

成人における血圧値の分類年代別健診有所見の状況 (収縮期血圧 )
(2010 年度市民健康診査 )

年　齢 率

35 ～ 39 歳

40 ～ 49 歳

50 ～ 59 歳

60 ～ 69 歳

70 ～ 74 歳

75 歳以上

24.4％

32.3％

42.0％

54.3％

61.6％

61.4％

年　齢 率

30 ～ 34 歳

35 ～ 39 歳

40 ～ 49 歳

50 ～ 59 歳

60 ～ 69 歳

70 ～ 74 歳

75 歳以上

4.6％

7.4％

19.2％

33.0％

47.9％

60.6％

66.1％

男性 女性

90



●接種対象者
１期　12月～24月未満（個別接種）
２期　幼稚園、保育園などの年長児（個別接種）
３期　中学１年生（学校で集団接種）
４期　高校３年生（個別接種）
■問い合わせ先
　健康政策課健康危機対策係　（２３）８９７５
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　休日等急患診療所は、市民の健康
を守るために、那須郡市医師会の開
業医などが交代で、休日等の夜間の
初期救急患者の診療を行っています。
　比較的軽い症状のときは、まず休
日等急患診療所をご利用ください。
　診察をしたうえで詳しい検査や入
院が必要な場合は、速やかに救急指
定病院などと連携して適切な診療を
行います。

■休日当番医・休日等急患診療所・夜間
　等診療当番病院に関する問い合わせ
　健康政策課健康政策係
　　　 (２３)８７０４
　平日  午前８時30分 ～午後５時15分

休日等急患診療所大田原市
黒磯那須地区

名  　称 大田原市
休日等急患診療所

黒磯那須地区
休日等急患診療所

診 療 日
日曜日、火曜日、水曜日
休日
お盆(8／14～8／16)
年末年始(12／29～1／3)

日曜日、月曜日、木曜日
金曜日、土曜日
休日
年末年始(12／29～1／3)

診療時間 ６時30分～ ９時30分 ７時～10時

所 在 地 大田原市若草1-832
(大田原保健センター隣接)

電話番号 ０２８７(２３)６５００

那須塩原市黒磯幸町8-10
(黒磯保健センター内)

０２８７(６３)１１００

午後 午後 午後 午後

案 内 図
大田原小学校

消防署

大田原警察署

室井病院

白河信金

福祉センター

ボウリング場

大田原
女子高校
大田原
女子高校

大田原小学校
消防署

大田原
赤十字病院
大田原
赤十字病院

大田原警察署

大田原
市役所
大田原
市役所

室井病院
大田原
郵便局
大田原
郵便局

白河信金

福祉センター

ボウリング場
黒
　
磯
　
駅

大島内科小児科医院

黒磯
小学校

滝田メディカル
クリニック

黒磯中央町
郵便局

大島内科小児科医院

黒磯
小学校

滝田メディカル
クリニック

黒磯中央町
郵便局

黒磯那須地区
休日等急患診療所

福島整形外科病院福島整形外科病院

大田原市
休日等急患診療所

●大田原市休日等急患診療所診療日
●黒磯那須地区休日等急患診療所診療日
■２診療所同時診療日

日
　
５
12
19
26

月
　
６
13
20
27

火
　
７
14
21
28

水
１
８
15
22
29

木
２
９
16
23
30

土
４
11
18
25

６月 の 診 療 日

金
３
10
17
24

夜間等診療当番病院夜間等診療当番病院
病院群輪番制病院

(一般)
小児救急拠点病院

(小児)
大田原赤十字病院

菅間記念病院

那須中央病院

菅間記念病院

那須中央病院

菅間記念病院

国際医療福祉大学病院

大田原赤十字病院

国際医療福祉大学病院

大田原赤十字病院

国際医療福祉大学病院

菅間記念病院

国際医療福祉大学病院

菅間記念病院

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

【診療時間】
  午後５時30分～翌朝午前８時30分　
大田原赤十字病院 住吉町2-7-3
那須中央病院 下石上1453　
菅間記念病院 那須塩原市大黒町2-5　
国際医療福祉大学病院 那須塩原市井口537-3

曜
日

曜
日

◎比較的軽い症状の方は、平日の診療時間内に受診するか、
　休日当番医、休日等急患診療所をご利用ください。
◎診療を受けた方が良いか、家庭で様子を見ても良いか悩ん
　だときは、下の電話相談をご利用ください。

《お願い》事前に当番病院に電話をして
　　　　　から受診してください

0287(23)1122

0287(29)2121

0287(62)0733

0287(37)2221

電 話 番 号所　在　地当　番　医日（曜日）

小林内科外科医院

だいなリハビリクリニック

高橋医院

高橋外科医院

富士見1-1606-265

紫塚3-2633-10

滝沢355

住吉町1-11-20

(２３)８８７０

(２０)３１０２

(２８)１１５１

(２２)２６２４

●相談時間　毎日  24時間
●電話番号　０７０－６５７１－８５３７

●大田原赤十字病院電話相談●

休日の午前９時～午後５時
にかかりたいとき

夜間に比較的軽い症状で
かかりたいとき

夜間・早朝に比較的重い
症状でかかりたいとき

事前に当番医療機関に電話を
してから受診してください

【休日当番医診療時間】
　午前９時～午後５時
【休日当番医診療時間】
　午前９時～午後５時

休日等急患診療所大田原市
黒磯那須地区

６月の休日当番医

休日等急患診療所大田原市
黒磯那須地区

６月の休日当番医

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　大田原赤十字病院では、ベテラン看護師による毎日
24時間体制での電話相談を行っています。
　適切なアドバイスが受けられますので、まずは電話
でご相談ください。

　５日(日)

12日(日)

19日(日)

26日(日)

東京都・神奈川県において、麻しんが流行して
います。接種対象者は予防接種をしましょう。
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広
報
お
お
た
わ
ら
３
月
15
日
号
で
お

知
ら
せ
し
ま
し
た
日
程
に
変
更
が
生
じ

ま
し
た
の
で
次
の
と
お
り
再
度
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

●
日
　
時

　

５
月
25
日（
水
）、６
月
24
日（
金
）

　

７
月
27
日（
水
）、８
月
26
日（
金
）

　

９
月
28
日（
水
）、10
月
28
日（
金
）

　

11
月
25
日（
金
）、12
月
28
日（
水
）

　

平
成
24
年

　

１
月
25
日（
水
）、２
月
24
日（
金
）

　

３
月
28
日（
水
）

　

い
ず
れ
も
午
後
１
時
〜
３
時

※
完
全
予
約
制
、
事
前
の
電
話
予
約
必
要
。

　

こ
の
際
、
保
健
師
に
よ
る
相
談
概
要
の

　

確
認
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
受
診
の
要
否
の
確

　

認
あ
り
。

●
場
　
所　

県
北
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
（
住
吉
町
２
‐
１
４
‐
９
）

●
対
象
者

・
精
神
疾
患
の
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
方

・
ア
ル
コ
ー
ル
や
薬
物
の
こ
と
で
悩
ん
で

　

い
る
方

・
認
知
症
の
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
方

・
人
と
の
関
わ
り
方
で
悩
ん
で
い
る
方

　
（
家
庭
・
職
場
・
近
隣
な
ど
）

・
思
春
期
の
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
方（
不

　

登
校
・
性
の
悩
み
・
家
庭
内
暴
力
・
拒

　

食
過
食
な
ど
）

・
身
近
な
方
を
亡
く
さ
れ
悩
ん
で
い
る
方

・
こ
れ
ら
の
方
の
ご
家
族
で
悩
ん
で
い
る
方

●
相
談
担
当
者　

精
神
科
医
師
、保
健
師

●
そ
の
他

　

保
健
師
に
よ
る
相
談
は
随
時
実
施
。事

　

前
の
電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

■
予
約
先
・
問
い
合
わ
せ

　

県
北
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

健
康
支
援
課　

精
神
保
健
福
祉
担
当

　
　
　
（
２
２
）２
２
５
９

　

栃
木
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
で
は
、

母
子
家
庭
な
ど
を
対
象
に
県
内
を
巡
回
し

て
就
業
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
者　

県
内
に
お
住
ま
い
の
母
子
家

　

庭
の
母
お
よ
び
寡
婦
の
方

●
相
談
日

・
６
月
10
日（
金
）　

午
前
10
時
〜
正
午

　

県
北
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー　

大
会
議
室

・
10
月
22
日（
土
）　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

　

大
田
原
市
勤
労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

※
相
談
に
は
事
前
の
予
約
が
必
要
で
す
。　

　

相
談
日
の
前
日
ま
で
に
、左
記
ま
で
お

　

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

こ
ど
も
課
子
育
て
支
援
係

　
　
　
（
２
３
）８
９
３
２

県
北
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

平
成
23
年
度
精
神
保
健
福
祉

ク
リ
ニ
ッ
ク
日
程

６月の日程６月の日程６月の日程集団健診集団健診集団健診

●東日本大震災のため一部会場を変更して実施します。

●｢特定健康診査｣または｢後期高齢者健診｣を受診する方は、｢保険
　証｣と｢特定健康診査受診券｣をご持参ください。

●申し込んだ日程を変更する方やまだ申し込みをしていない方は、
　健康政策課成人健康係までご連絡ください。変更のご連絡がない
　場合、ご希望の日に受診できないことがあります。

●受付時間
　午前7時30分～10時
 （★印は午前8時から開始）

■問い合わせ　健康政策課成人健康係　　（２３）７６０１

中田原・市野沢

中田原・市野沢

湯津上全地区

寺町･新明町･若葉･富士見ニュータウン

須賀川地区

湯津上全地区

深川

西原・実取団地

川西地区

黒羽地区

６月１日(水)

６月３日(金)

６月４日(土)

６月14日(火)

６月17日(金)

６月19日(日)

６月25日(土)

６月26日(日)

６月29日(水)

６月30日(木)

金田北地区公民館

金田北地区公民館

佐良土小学校

大田原東地区公民館

須賀川集会所

蛭田小学校

大田原東地区公民館

大田原東地区公民館

黒羽保健センター

黒羽保健センター

日にち 会　　場 対　象　地　区

　10か月～11か月のお子さんを対象とした、心と言葉を育む準備の教室で
す。事前に電話予約が必要です。
日　時 場　所

６月10日(金)
９:30～11:30

内　容
大田原
保健センター

講話・集団指導
(親子のスキンシップ)

持ち物
親子健康手帳
(母子健康手帳)

すくすく教室 ■問い合わせ 
　こども課母子健康係　　(23)8634

　運動は内臓脂肪を減らす効果的な方法の一つです。運動習慣のきっかけ
づくりや、生活習慣病の予防のための教室です。

ためして運動塾 ■問い合わせ 
　健康政策課成人健康係　　(23)7601

保
健
セ
ン
タ
ー
の
教
室
・
相
談６月７日(火)

９:15～11:30 黒羽保健センター ウオーキング、ストレッチ、
健康ワンポイントアドバイスなど

日　時 場　所 内　容

母
子
家
庭
な
ど
に
対
す
る

就
業
相
談
の
実
施
に
つ
い
て

★

★
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お知らせ

　

広
報
お
お
た
わ
ら
４
月
１
日
号
で
お
知

ら
せ
し
ま
し
た
医
療
費
通
知
の
様
式
変
更

に
つ
い
て
で
す
が
、
予
定
し
て
い
た
事
務

シ
ス
テ
ム
の
変
更
が
、
こ
の
た
び
の
震
災

の
影
響
で
延
期
と
な
り
、
初
回
・
第
２
回

に
発
送
予
定
の
医
療
費
通
知
は
、
昨
年
度

と
同
じ
封
筒
型
の
様
式
で
発
送
し
ま
す
。

　

度
重
な
る
変
更
で
被
保
険
者
の
皆
さ
ま

に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
了

承
願
い
ま
す
。

　

ま
た
、
発
送
時
期
の
予
定
も
多
少
の
変

更
が
あ
り
ま
す
の
で
、
左
記
の
発
送
予
定

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

今
後
と
も
医
療
費
の
実
態
と
健
康
に
対

す
る
認
識
を
深
め
る
た
め
、
医
療
費
通
知

事
業
に
対
す
る
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

●
平
成
23
年
度
医
療
費
通
知
発
送
予
定

・
第
１
回　

６
月
下
旬

・
第
２
回　

７
月
下
旬

・
第
３
回　

８
月
下
旬

・
第
４
回　

10
月
下
旬

・
第
５
回　

12
月
下
旬

・
第
６
回　

平
成
24
年
２
月
下
旬

■
問
い
合
わ
せ

　

国
保
年
金
課
国
保
医
療
係

　
　
　
（
２
３
）８
８
５
７

●
日
　
時

　

６
月
４
日（
土
）午
前
10
時
〜
午
後
２
時
30

　

分（
雨
天
時
は
６
月
５
日（
日
）に
順
延
）

●
場
　
所　

大
山
公
民
館

　
（
那
須
塩
原
市
下
永
田
８
‐
７
‐
3
6
）

●
内
　
容

　

障
害
物
競
走
、リ
レ
ー
、ダ
ン
ス
な
ど

■
問
い
合
わ
せ

　

栃
木
県
立
那
須
特
別
支
援
学
校

　
　
　

０
２
８
７（
３
６
）４
５
７
０

　

大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
作
ら
れ
た
金
丸
原

演
習
場
(か
ね
ま
る
は
ら
え
ん
し
ゅ
う
じ
ょ

う
)の
絵
葉
書
と
地
形
図
を
展
示
し
ま
す
。

　

絵
葉
書
の
挿
絵
に
は
、
演
習
場
の
様
子

を
は
じ
め
、
兵
士
た
ち
の
軍
事
訓
練
や
兵

舎
内
に
お
け
る
生
活
の
一
コ
マ
が
描
か
れ

て
お
り
、
当
時
の
金
丸
原
演
習
場
と
そ
こ

で
生
き
た
人
々
の
姿
が
垣
間
見
れ
る
貴
重

な
資
料
で
す
。

　

小
さ
な
葉
書
の
中
に
込
め
ら
れ
た
、
金

丸
原
演
習
場
に
生
き
た
人
々
の
思
い
を
、

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
触
れ
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

●
期
　
間

　

５
月
28
日（
土
）〜
６
月
26
日（
日
）

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
（
入
館
は
午
後
４
時
30
分
ま
で
）

※
休
館
日　

毎
月
第
２
・
４
月
曜
日

　
（
祝
日
の
場
合
は
そ
の
翌
日
）

●
場
　
所　

那
須
与
一
伝
承
館
展
示
室

●
展
示
内
容

　

金
丸
原
演
習
場
な
ど
に
関
す
る
絵
葉
書

　

１
０
０
点
以
上
と
地
形
図
数
点
ほ
か

●
観
覧
料　

高
校
生
以
上
３
０
０
円（
２

　

５
０
円
）、中
学
生
以
下
無
料

※（　

）内
は
10
名
以
上
の
団
体
料
金

◆「
金
丸
原
演
習
場
」と
は

　

明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
金
丸
地
区

　

に
置
か
れ
て
い
た
陸
軍
の
演
習
場
。明
治

　

43
年
（
１
９
１
０
）
に
第
十
四
師
団
の
演
習

　

場
と
し
て
計
画
さ
れ
、
同
45
年
に
竣
工
。兵

　

舎
は
将
校
室
、
兵
舎
な
ど
30
棟
か
ら
な
り
、

　

総
面
積
は
１
０
０
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
近
く
に

　

も
及
ぶ
広
大
な
演
習
場
で
し
た
。

■
問
い
合
わ
せ

　

那
須
与
一
伝
承
館

　
　
　
（
２
０
）０
２
２
０

子育て支援情報子育て支援情報

子育てサロン
★開設時間  9:00～12:00

つどいの広場
★開設時間  9:00～14:00

子育て支援センター
★開設時間

■問い合わせ　
　こども課子育て支援係
　　　（２３    ）８９３２

【お願い】施設の利用にあたっては、ケガや事故防止のため、お子
　さんから目を離さないようお願いします。

木曜日

火･木･金･第２土曜日

火曜日子育てサロン かねだ
(金田北地区公民館)

子育てサロン のざき
(うすばアットホーム)

月･水･金・第４土曜日

つどいの広場 県北体育館
(県北体育館幼児体育室)

つどいの広場 さくやま
(旧さくやま保育園)

赤ちゃんから就園前までのお子さんと保
護者の交流の場です。

就園前のお子さんと保護者が交流を図りな
がら育児相談などを行うための場です。

親子交流の場の提供や子育ての悩みに関す
る相談・適切なアドバイスを行います。
※電話相談も受け付けております。

月・水曜日子育てサロン かわにし
(川西高齢者ほほえみセンター)

しんとみ子育て支援センター
(しんとみ保育園)

すみよし子育て支援センター
(子育てプラザ館)

ゆづかみ子育て支援センター
(ゆづかみ保育園)
くろばね子育て支援センター
(くろばね保育園)

毎週
月～金曜日

（２３）８７２８

（２２）５５７７

（９８）３８８１

（５９）１０７７

開設日

開設日

開設日

開設日

開設日

開設日

9:00~12:00
13:00~16:00

＜５月 15 日（日）～６月 15 日（水）＞

那
須
与
一
伝
承
館
テ
ー
マ
展

「
古
絵
葉
書
と
地
形
図
で
見
る

金
丸
原
演
習
場
」

医
療
通
知
の
様
式
変
更
に
つ
い
て

栃
木
県
立
那
須
特
別
支
援
学
校

運
動
会
開
催

金丸原演習厰舎営門
しょうしゃ
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お知らせ・図書館

●
対
象
者　

平
成
23
年
４
月
に
高
等
学
校

　
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
お
よ
び

　

特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
含
む
）ま

　

た
は
修
業
年
限
２
年
以
上
の
専
修
学
校

　

高
等
課
程
に
在
学
し
て
い
る
方

●
募
集
期
間

　

５
月
16
日（
月
）〜
６
月
20
日（
月
）

●
願
書
な
ど
配
布
先　

５
月
中
旬
に
県
内

　

高
等
学
校
、
市
教
育
委
員
会
、
県
教
育
事

　

務
所
、
県
民
セ
ン
タ
ー
、
県
民
相
談
室
な

　

ど
に
配
布

●
寄
付
金
の
お
願
い　

栃
木
県
育
英
会
で

　

は
、
奨
学
金
の
貸
付
原
資
と
な
る
善
意

　

の
寄
付
金
を
募
集
し
て
い
ま
す
。一
人

　

で
も
多
く
の
方
に
ご
支
援
を
お
願
い
し

　

ま
す
。詳
細
に
つ
い
て
は
左
記
ま
で
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　
（
財
）栃
木
県
育
英
会
事
務
局

　
　
　

０
２
８（
６
２
３
）３
４
５
９

　
　
　

http://w
w
w
16.ocn.ne.

　
　
　

jp/̃tochiiku/

　

栃
木
県
シ
ル
バ
ー
大
学
校
は
、
高
齢
者

の
生
き
が
い
あ
る
人
生
を
支
援
す
る
と
と

も
に
、
地
域
活
動
実
践
者
の
養
成
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

●
学
習
年
限　

平
成
23
年
10
月
入
学
か
ら

　

平
成
25
年
９
月
卒
業
ま
で
の
２
年
間

●
授
業
時
間　

週
１
回（
原
則
火
曜
日
）、

　

１
日
４
時
間（
午
前
10
時
〜
正
午
、
午
後

　

１
時
〜
３
時
）

●
授
業
料　

年
額
１
万
８
０
０
０
円
、
そ

　

の
他
資
料
代
、
自
治
会
活
動
・
ク
ラ
ブ

　

活
動
・
実
習
教
材
・
通
学
な
ど
の
経
費

　

は
自
己
負
担

●
応
募
資
格

①
60
歳
以
上
で
県
内
に
在
住
の
方

②
地
域
活
動
を
実
践
し
て
い
る
方
、
ま
た

　

は
地
域
活
動
に
意
欲
が
あ
る
方

③
50
歳
〜
60
歳
未
満
の
方
で
、②
の
要
件

　

を
満
た
し
、市
の
推
薦
を
得
ら
れ
る
方

●
募
集
定
員　

１
２
０
名

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
に
よ
り

　

決
定
。入
学
の
可
否
は
、
８
月
下
旬
ま
で

　

に
直
接
通
知

●
入
学
願
書
受
付
期
間

　

６
月
１
日（
水
）〜
30
日（
木
）

※
郵
送
の
場
合
、６
月
30
日（
木
）

　

当
日
消
印
有
効

●
応
募
方
法　

入
学
願
書
を
高
齢
い
き
が

　

い
課（
市
役
所　

東
庁
舎
別
館
）に
直
接

　

ま
た
は
郵
送
で
提
出
。（
入
学
願
書
は
高

　

齢
い
き
が
い
課
で
配
布
。）

●
北
校
説
明
会

○
日　

時　

６
月
17
日（
金
）   

午
前
10
時
〜

○
場　

所　

栃
木
県
シ
ル
バ
ー
大
学
校
北

　

校（
矢
板
市
矢
板
５
４
）

※
入
学
を
希
望
す
る
方
は
、
説
明
会
に
で

　

き
る
だ
け
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

栃
木
県
シ
ル
バ
ー
大
学
校
北
校

　
　
　

０
２
８
７（
４
３
）９
０
１
０

　

市
高
齢
い
き
が
い
課
高
齢
対
策
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
４
０

●日　時　６月５日(日)､12日(日)､19日(日)
　　　　　午後２時～３時
●会　場　大田原図書館１階　児童クラブ室
●出　演　ピノキオおはなし会のみなさん
●内　容　絵本の読み聞かせ･紙しばい･工作など

ピノキオおはなし会

●日　時　６月11日(土)　午後２時～３時
●会　場　大田原図書館１階　児童クラブ室
●出　演　ガールスカウトのみなさん
●内　容　ブックトーク･紙しばい･工作など

子どものつどい

(23)4560
開館  平　日 9:30～18:30
時間  土日祝 9:30～17:30

開館  平　日  9:00～17:00
時間  土日祝  9:00～17:00(98)7037

＊図書館のホームページ上で、
　蔵書の予約ができます。
　事前に図書館カウンターでパスワード
　の登録申請をしてください。
http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/9,421,36,148.html

(59)0855
開館  平　日  9:30～18:30
時間  土日祝  9:30～17:30

●日　時　６月12日(日)
　　　　　午前11時～11時45分
●会　場　黒羽図書館２階　視聴覚室
●出　演　おはなし会コアラのみなさん
●内　容　絵本の読み聞かせ･紙しばいなど

コアラおはなし会

◎図書館のメールアドレスが変更になりました。
・図書館代表メールアドレス
　　　tosyokan@lib-ohtawara.jp
・貸出可能配信メールアドレス
　　　tosyoyoyaku@lib-ohtawara.jp

★大田原図書館
★湯津上庁舎図書室

６月の図書館カレンダー６月の図書館カレンダー

★黒羽図書館

休館日

水
１
８
15
22
29

木
２
９
16
23
30

日

５
12
19
26

火

７
14
21
28

土
４
11
18
25

月

６
13
20
27

金
３
10
17
24

水
１
８
15
22
29

木
２
９
16
23
30

日

５
12
19
26

火

７
14
21
28

土
４
11
18
25

月

６
13
20
27

金
３
10
17
24

休館日

栃
木
県
育
英
会
奨
学
生
募
集

栃
木
県
シ
ル
バ
ー
大
学
校
北
校

第
33
期
生
募
集
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公民館

　　

大
田
原
市
社
会
教
育
基
本
方
針
に
基
づ

き
、
心
豊
か
な
、
創
造
性
に
富
み
、
主
体

的
に
行
動
で
き
る
人
づ
く
り
に
努
め
る
と

と
も
に
郷
土
愛
を
育
て
連
帯
感
あ
ふ
れ
る

地
域
社
会
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
各

種
学
級
、
講
座
、
研
修
会
な
ど
の
学
習
機

会
と
集
会
の
場
を
提
供
す
る
。

　

ま
た
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
自
主
的
な

学
習
活
動
を
通
じ
て
自
己
実
現
を
図
る
た

め
の
機
会
と
情
報
・
資
料
な
ど
の
提
供
に

努
め
る
。

　

さ
ら
に
、
公
民
館
が
日
常
生
活
圏
に
お

け
る
住
民
の
身
近
な
学
習
や
交
流
活
動
の

場
と
し
て
機
能
で
き
る
条
件
整
備
に
努
め

る
。

○
学
校
・
家
庭
・
地
域
社
会
と
連
携
に
よ   

　

る
生
涯
学
習
社
会
の
推
進
に
努
め
る
と

　

と
も
に
、
生
涯
学
習
に
関
す
る
情
報
の

　

提
供
と
学
習
相
談
の
充
実
に
努
め
る
。

○
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
活
動
の
推
進
に

　

努
め
る
。

○
市
民
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
多
様
な
学
習 

　

機
会
の
提
供
と
自
主
学
習
活
動
の
奨
励       

　

に
努
め
る
。

○
自
治
公
民
館
な
ど
社
会
教
育
団
体
の
活

　

動
推
進
に
努
め
る
。

○
地
区
公
民
館
を
拠
点
と
し
た
地
域
ぐ
る

　

み
の
取
り
組
み
に
努
め
る
。

○
市
民
憲
章
の
具
現
化
の
推
進
に
努
め
る
。

○
文
化
、
芸
術
、
体
育
お
よ
び
レ
ク
リ
ェ

　

ー
シ
ョ
ン
活
動
の
支
援
に
努
め
る
。

●
中
央
公
民
館

　
　
　
（
９
８
）７
０
８
０

５
月　

公
民
館
事
業
Ｐ
Ｒ
活
動

７
月　

市
公
民
館
運
営
審
議
会

　
　
　

市
民
憲
章
に
関
す
る
作
文
募
集

　
　
　

市
公
民
館
活
動
推
進
委
員
研
修
会

８
月　

市
自
治
公
民
館
対
抗
ソ
フ
ト
ボ
ー    

　
　
　

ル
大
会

９
月　

花
い
っ
ぱ
い
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会

10
月　

市
自
治
公
民
館
対
抗
女
性
バ
レ
ー

　
　
　

ボ
ー
ル
大
会

　
　
　

市
民
憲
章
推
進
大
会
(市
民
憲
章

　
　
　

作
文
表
彰
・
花
い
っ
ぱ
い
表
彰
・

　
　
　

講
演
会
)

１
月　

成
人
式

２
月　

市
公
民
館
運
営
審
議
会

３
月　

平
成
24
年
度
市
民
学
校
案
内
な
ど

　
　
　

Ｐ
Ｒ
活
動

そ
の
他
外
郭
団
体
の
事
業

　

・
市
自
治
公
民
館
連
絡
協
議
会
関
係

　

・
市
子
供
会
育
成
会
連
絡
協
議
会
関
係

●
各
地
区
公
民
館
共
通
事
業

４
月　

市
民
学
校
参
加
希
望
者
受
付

５
月　

市
民
学
校
開
講
式

　
　
　

高
齢
者
学
級
開
講
式

　
　
　

女
性
セ
ミ
ナ
ー
(東
地
区
以
外
）開

　
　
　

講
式

　
　
　

成
人
教
室
(東
地
区
の
み
）開
講
式

　
　
　

家
庭
教
育
学
級
開
講
式

６
月
頃
〜　

　
　
　

自
治
公
民
館
運
営
研
究
集
会

　
　
　

子
供
会
育
成
会
運
営
懇
談
会

　
　
　

子
供
会
リ
ー
ダ
ー
研
修
会

　
　
　

自
治
公
民
館
対
抗
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

　
　
　

大
会

　
　
　

自
治
公
民
館
対
抗
女
性
バ
レ
ー
ボ

　
　
　

ー
ル
大
会

８
月　

花
い
っ
ぱ
い
コ
ン
ク
ー
ル
審
査
会

10
月　

地
域
ぐ
る
み
に
よ
る
青
少
年
健
全             

　
　
　

育
成
事
業
講
演
会

11
月　

地
区
文
化
祭

そ
の
他
外
郭
団
体
の
事
業

・
地
区
自
治
公
民
館
連
絡
協
議
会
関
係

・
地
区
子
供
会
育
成
会
連
絡
協
議
会
関
係

※
各
地
区
公
民
館
に
よ
り
時
期
は
前
後
す

　

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

      ●
大
田
原
東
地
区
公
民
館

　
　
　
（
２
４
）２
７
７
７

７
月　

子
供
会
育
成
会
対
抗
キ
ッ
ク
ベ
ー  

　
　
　

ス
ボ
ー
ル
大
会

９
月　

自
治
公
民
館
対
抗
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ

　
　
　

ル
フ
大
会

　
　
　

自
治
公
民
館
対
抗
輪
投
げ
大
会

公
民
館
事
業
の
概
要
に
つ
い
て

平
成
23
年
度
の
公
民
館
事
業
は
、
基
本
方
針
や
努
力
目
標
に
基
づ
い
て

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
お
気
軽
に
公
民
館
事
業
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

基
本
方
針

努
力
目
標

中
央
公
民
館
・
各
地
区
公
民
館

の
事
業
の
あ
ら
ま
し

成人式

（平成 23 年１月）

市自治公民館対抗ソフトボール大会

（平成 22 年８月）

花いっぱいコンクール審査会

（平成 22 年８月）
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10
月　

自
治
公
民
館
対
抗
ソ
フ
ト
バ
レ
ー

　
　
　

ボ
ー
ル
大
会

11
月　

子
供
会
育
成
会
対
抗
輪
投
げ
大
会

●
大
田
原
西
地
区
公
民
館

　
（
勤
労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

　
　
　
（
２
３
）８
７
１
９

10
月　

自
治
公
民
館
対
抗
世
代
交
流
輪
投

　
　
　

げ
大
会

　
　
　

子
供
会
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
大
会

２
月　

自
治
公
民
館
広
報
紙
コ
ン
ク
ー
ル

●
金
田
北
地
区
公
民
館

　
　
　
（
２
３
）３
２
５
３

８
月　

自
治
公
民
館
対
抗
イ
ン
デ
ィ
ア
カ 

　
　
　

大
会

10
月　

子
供
会
育
成
会
対
抗
ウ
ォ
ー
ク
ラ

　
　
　

リ
ー
大
会

●
金
田
南
地
区
公
民
館

　
　
　
（
２
３
）２
２
６
０

６
月　

高
齢
者
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

７
月　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
ふ
れ
あ

　
　
　

い
夏
祭
り

12
月　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
教
養
講
座

●
親
園
地
区
公
民
館

　
（
親
園
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
内
）

    　
　
（
２
８
）２
４
４
４

９
月　

高
齢
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

10
月　

子
供
会
育
成
会
対
抗
グ
ラ
ウ
ン
ド

　
　
　

ゴ
ル
フ
大
会

11
月　

世
代
交
流
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

●
野
崎
地
区
公
民
館

　
（
野
崎
研
修
セ
ン
タ
ー
内
）

　
　
　
（
２
９
）２
６
０
５

６
月　

自
治
公
民
館
対
抗
イ
ン
デ
ィ
ア
カ

　
　
　

大
会

８
月　

野
崎
地
区
少
年
ス
ポ
ー
ツ
大
会

10
月　

世
代
間
交
流
ス
ポ
ー
ツ
大
会

　
　
　
（
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
）

●
佐
久
山
地
区
公
民
館

　
　
　
（
２
８
）０
８
７
２

８
月　

子
供
会
育
成
会
対
抗
ソ
フ
ト
バ
レ

　
　
　

ー
ボ
ー
ル
大
会

10
月　

自
治
公
民
館
対
抗
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー

　
　
　

ツ
大
会

11
月　

子
供
会
育
成
会
対
抗
グ
ラ
ウ
ン
ド

　
　
　

ゴ
ル
フ
大
会

　
　
　

高
齢
者
学
級
・
女
性
セ
ミ
ナ
ー
合

　
　
　

同
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

12
月　

子
供
会
育
成
会
対
抗
ド
ッ
ジ
ビ
ー

　
　
　

大
会

●
湯
津
上
地
区
公
民
館

　
（
湯
津
上
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
内
）

　
　
　
（
９
８
）３
４
２
５

10
月　

自
治
公
民
館
対
抗
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ

　
　
　

ル
フ
大
会

２
月　

自
治
公
民
館
対
抗
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会

●
黒
羽
・
川
西
地
区
公
民
館

　
（
黒
羽
支
所
２
階
）

　
　
　
（
５
４
）０
１
８
４

７
月　

自
治
公
民
館
ハ
イ
キ
ン
グ

　
　
　
（
両
郷
・
須
賀
川
と
合
同
）

11
月　

子
供
会
育
成
会
対
抗
輪
投
げ
大
会

　
　
　
（
両
郷
・
須
賀
川
と
合
同
）

●
両
郷
地
区
公
民
館

　
（
両
郷
出
張
所
内
）

　
　
　
（
５
９
）０
１
１
１

７
月　

自
治
公
民
館
ハ
イ
キ
ン
グ

　
　
　
（
黒
羽
・
川
西
・
須
賀
川
と
合
同
）

11
月　

子
供
会
育
成
会
対
抗
輪
投
げ
大
会

　
　
　
（
黒
羽
・
川
西
・
須
賀
川
と
合
同
）

●
須
賀
川
地
区
公
民
館

　
（
須
賀
川
出
張
所
内
）

　
　
　
（
５
７
）０
１
１
１

７
月　

自
治
公
民
館
ハ
イ
キ
ン
グ

　
　
　
（
黒
羽
・
川
西
・
両
郷
と
合
同
）

11
月　

子
供
会
育
成
会
対
抗
輪
投
げ
大
会

　
　
　
（
黒
羽
・
川
西
・
両
郷
と
合
同
）

■
問
い
合
わ
せ

　

中
央
公
民
館

　
　
　
（
９
８
）７
０
８
０

　

大
田
原
東
地
区
公
民
館

　
　
　
（
２
４
）２
７
７
７

　

大
田
原
西
地
区
公
民
館

　
　
　
（
２
３
）８
７
１
９

　

金
田
北
地
区
公
民
館

　
　
　
（
２
３
）３
２
５
３

　

金
田
南
地
区
公
民
館

　
　
　
（
２
３
）２
２
６
０

　

親
園
地
区
公
民
館

　
　
　
（
２
８
）２
４
４
４

　

野
崎
地
区
公
民
館

　
　
　
（
２
９
）２
６
０
５

　

佐
久
山
地
区
公
民
館

　
　
　
（
２
８
）０
８
７
２

　

湯
津
上
地
区
公
民
館

　
　
　
（
９
８
）３
４
２
５

　

黒
羽
・
川
西
地
区
公
民
館

　
　
　
（
５
４
）０
１
８
４

　

両
郷
地
区
公
民
館

　
　
　
（
５
９
）０
１
１
１

　

須
賀
川
地
区
公
民
館

　
　
　
（
５
７
）０
１
１
１

子供会対抗輪投げ大会

（平成 22 年 11 月）

市民学校「押し花」
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与一伝承館・彫刻周遊

○ 
源
頼
朝
か
ら
も
ら
っ
た
白
旗

○ 
源
頼
朝
か
ら
も
ら
っ
た
白
旗

　

今
回
は
那
須
与
一
伝
承
館
が
収
蔵
す

る
資
料
の
中
か
ら
、
あ
の
源
頼
朝
か
ら

与
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
白
旗
を
紹
介
し

ま
す
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

白
旗
は
源
平
合
戦
に
お
い
て
、
源
氏
方

で
あ
る
こ
と
を
示
す
目
印
で
し
た
。

　

時
は
建
久
四
年（
一
一
九
三
）四
月
、

頼
朝
の
命
に
よ
り
那
須
野
が
原
で
巻
狩

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
巻
狩
と
い
う
の
は

大
規
模
な
狩
猟
の
こ
と
で
す
が
、
神
事

祭
礼
や
軍
事
演
習
と
し
て
の
性
格
も
あ

わ
せ
も
つ
、
鎌
倉
幕
府
の
重
要
な
行
事

で
し
た
。

　

こ
の
那
須
野
が
原
巻
狩
に
お
い
て
重

要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
那
須
光
資

（
光
助
）で
す
。
光
資
は
系
図
類
に
よ
る

と
、
那
須
与
一
の
甥
も
し
く
は
甥
の
息

子
と
さ
れ
る
人
物
で
す
。
鎌
倉
時
代
の

歴
史
書
で
あ
る『
吾
妻
鏡
』の
建
久
四
年

三
月
九
日
条
に
は
、「
那
須
の
太
郎
光
助

下
野
の
国
北
条
の
内
一
村
を
拝
領
す
。

こ
れ
来
月
那
須
野
に
於
い
て
御
野
遊
有

る
べ
き
の
間
、
そ
の
経
営
の
為
こ
れ
を

充
て
行
わ
る
」と
あ

り
、
光
資
が
巻
狩

の
準
備
料
と
し
て

一
村
を
与
え
ら
れ

た
こ
と
が
わ
か
り

那
須
与
一
伝
承
館
通
信 〈
第
２
回
〉

那
須
与
一
伝
承
館
通
信 〈
第
４
回
〉

ま
す
。
ま
た
同
年
四
月
二
日
条
に
は「
那

須
の
太
郎
光
助
駄
餉
を
奉
る
」と
記
さ
れ

て
お
り
、
頼
朝
が
那
須
野
が
原
に
滞
在

し
た
際
に
は
、
光
資
が
そ
の
接
待
役
を

務
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
巻
狩
に
お
け
る
光
資
の
活
躍

へ
の
褒
美
と
し
て
、
白
旗
が
与
え
ら
れ

た
と
い
う
の
で
す
。

　

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
巻
狩
は
幕
府

の
重
要
行
事
で
あ
り
、
そ
こ
で
重
い
役

割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
光

資
が
那
須
氏
の
惣
領
と
し
て
幕
府
か
ら

公
認
さ
れ
、
御
家
人
と
し
て
の
地
位
を

確
立
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
武
家
の
棟
梁
源
頼
朝
と

の
ゆ
か
り
を
も
つ
、
那
須
家
の
輝
か
し

い
歴
史
を
語
る
品
と
し
て
、
こ
の
白
旗

は
那
須
家
に
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
の

で
す
。
古
く
か
ら
那
須
家
の
も
つ
名
品

と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
江
戸
幕

府
八
代
将
軍
の
徳
川
吉
宗
が
江
戸
城
中

に
取
り
寄
せ
て
実
見
し
た
こ
と
も
あ
る

品
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

那
須
与
一
伝
承
館　
　
（
２
０
）０
２
２
０

か
ま
く
ら 

ば 

く 

ふ

あ
づ
ま 

か
が
み

み
つ
す
け

さ
い
れ
い

彫  刻
周  遊

このコーナーは、「那須野が
原国際彫刻シンポジウム」で
公開制作、設置された作品と
その作者を連載で紹介します。
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■問い合わせ
　文化振興課文化振興係　　(２３)８７１８

　この作品は、ふれあいの丘の芝生広場の東端
に並べられた彫刻群の中にあります。サイコロ
のような形をした大中小３つの石が、真ん中を
四角形にすっぽりとくり抜かれ、その穴の向き

を互い違いに
して積み上げ
られたもので
す。
　作者はその
穴を「窓」と
呼んでいま
す。一番下の

「第一の窓は、体感の窓」
であり、子どもたちが丘を
駆け下りこの窓をくぐり抜
け、素材の石を肌で感じて
くれることを期待していま
す。中段の「第二の窓は現
風景を記憶に留める窓」、

一番上の「第三の窓は空への指向性を持つ希望
の窓」としています。そして、天辺にある丸み
を帯びた石は、この作品が原石だったときの中
心部分で、それを「鳥たちへのプレゼント」と
称しています。作者の願いどおり、現在この作
品は子どもたちの遊び
場の一つとなっていま
す。
　作者は1948年東京
都生まれの登坂秀雄
氏。現在静岡大学教育
学部教授。2007年に
は、第92回二科展彫刻
部で文部科学大臣賞を
受賞されています。

設置場所案内図（★印）

★

シャトー
エスポワール
シャトー・
エスポワール

芝生広場 芝生広場

ふれあいの丘

駐
車
場

多目的広場

風標

登坂　秀雄

（東京都）

1997年

と  さか　　  ひで   お

し
ら
は
た

み
な
も
と
の 

よ
り
と
も

お
ん
の
あ
そ
び し

ん
じ

〔
資
〕

だ
し
ょ
う

と
う
り
ょ
う

そ
う
り
ょ
う

け
ん
き
ゅ
う

は
い
り
ょ
う

ご　

 

け   

に
ん

ま
き
が
り

と
く
が
わ　

よ
し
む
ね

源氏白旗源氏白旗

市内で作られた作品とその作者

登坂  秀雄  氏



ハーモニーホール

平成23年５月15日号17

　東日本大震災後、販売を中止し予約のみの受付を
　しておりましたが、販売を再開いたしました。
　チケットをご予約されているお客様は、お手数で
　すがお引換をお願いいたします。

◆チケットの予約・販売のお知らせ◆チケットの予約・販売のお知らせ

●クラシック・サマーシリーズ⑨
　那須フィルハーモニー管弦楽団特別演奏会
●クラシック・サマーシリーズ⑨
　那須フィルハーモニー管弦楽団特別演奏会

500円
小・中学生無料　

チ ケ ッ ト
自 由 席

日時・会場

９月18日(日)
大ホール
午後２時開演

●演奏　那須フィルハーモニー管弦楽団
●予定曲目　
　♪ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」
　♪ライネッケ：フルート協奏曲　ニ長調
　♪ドヴォルジャーク：交響曲第８番ト長調

※入場は就学児以上とさせていただきます。

チケット好評発売中!チケット好評発売中!

　　　　　　　 
　　　　　
　　　　　　  　一般1,500円（友の会1,400円）
　　　　　　  　学生1,000円（高校生以下）
※入場は就学児以上とさせていただきます
[予定曲目]
　♪リスト：巡礼の年報第２イタリアより　
　　　　　ダンテを読んで－ソナタ風幻想曲－
　　　　　パガニーニ大練習曲より　ラ・カンパネラ
　♪ベートーヴェン（リスト編曲）
　　　　  ：交響曲第５番「運命」より第１楽章 ほか

　　　　　　　一般3,300円（友の会3,000円）
　　　　　　　学生1,500円（高校生以下）
※入場は就学児以上とさせていただきます
[予定曲目]
　♪ショパン：ノクターン　第２番　変ホ長調作品９-２
　　　　　　ワルツ　第７番　嬰ハ短調　作品64-２
　　　　　　ポロネーズ　第６番変イ長調作品53
　　　　　　「英雄」 ほか
【プレイベント】
　本公演のチケットを購入した方を対象に前日に行
　われる、小山実稚恵と萩谷由喜子の対談に無料招待。
　[日時・会場]  ７月21日（木）／午後７時分開演／小ホール
※入場の際に22日のチケットが必要です。

♪山形交響楽団が当ホールに初登場。指揮は当ホー
　ルオーケストラ講座の音楽監督でもある大井剛史。
　また、ソリストに那須町在住の山形由美を迎えます。

　　　　　　　S席5,000円（友の会4,500円）
　　　　　 　   A席4,000円（友の会3,600円）
　　　　　　　B席3,000円（友の会2,700円）
　　　　　　　C席2,000円（友の会1,800円）
※学生はS,A席のみ2,000円引きでお求めいただけます。
※入場は就学児以上とさせていただきます。
[予定曲目]
　♪ベートーヴェン：序曲「レオノーレ」 第３番   op.72b
　♪モーツァルト：フルート協奏曲 第２番 K.314 ほか

チ ケ ッ ト
全 席 指 定

●クラシック・サマーシリーズ②
　渚智佳ピアノ・リサイタル
　～リスト生誕200年記念コンサート～

●クラシック・サマーシリーズ②
　渚智佳ピアノ・リサイタル
　～リスト生誕200年記念コンサート～

●クラシック・サマーシリーズ③
　小山実稚恵ピアノ・リサイタル
　～ピアノの旅～

●クラシック・サマーシリーズ③
　小山実稚恵ピアノ・リサイタル
　～ピアノの旅～

友の会優先電話予約  　　６月16日(木) 午前９時～
※電話予約のみ受け付けます｡窓口での予約は行いません｡
チケット発売日　　　　  ６月18日(土) 午前９時～
一般電話予約　　　　　  ６月20日(月) 午前９時～

《公演チケット発売情報》

　ハーモニーホールでは次の催物の参加申込みを
６月15日(水)から30日(木)まで受け付けします。
　詳細についてはホールまでお問い合わせください。

　

　期日　８月19日(金)・20日(土)
　　　　 ※日程が変更になりました
　会場　那須野が原ハーモニーホール　大ホール
　資格　きちんとした演奏のできる小学４年生以上
　　　 　の方(グループでの合奏は４人まで)
　曲目　１人１曲　ただし、ソナタや組曲などは一
　　　　 つ の楽章(曲)
　楽器　ピアノはスタインウェイ１台を使用
　　　　   ※電気の使用や準備等に時間のかかる楽器は不可
　費用　出演者１人につき200円

出演者・グループ大募集！出演者・グループ大募集！

　日時　９月４日(日)午後２時開演
　会場　那須野が原ハーモニーホール　大ホール
　資格　大田原市、那須塩原市で活動する合唱団
　費用　出演１団体につき3,000円

●クラシック・サマーシリーズ⑩
　山形交響楽団那須野が原特別演奏会
　～山形から那須へのシンフォニー～

●クラシック・サマーシリーズ⑩
　山形交響楽団那須野が原特別演奏会
　～山形から那須へのシンフォニー～

●クラシック・サマーシリーズ⑥
　第18回マラソンコンサート
●クラシック・サマーシリーズ⑥
　第18回マラソンコンサート

●クラシック・サマーシリーズ⑧
　ハーモニー・フェスティバル①
　合唱フェスティバル

●クラシック・サマーシリーズ⑧
　ハーモニー・フェスティバル①
　合唱フェスティバル

日時・会場 ７月２日(土)/小ホール
午後６時開演

チ ケ ッ ト
全 席 指 定

日時・会場 ７月22日(金)/小ホール
午後７時開演

チ ケ ッ ト
全 席 指 定

日時・会場 ９月22日(木)/大ホール
午後７時開演 ※日程が変更になりました

※会場が変更になりました

※日程および会場が変更になりました

那須フィルハーモニー管弦楽団
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市内サクラの名所めぐり市内サクラの名所めぐり

経塚稲荷神社のヒガンザクラ（本町）経塚稲荷神社のヒガンザクラ（本町）

野崎第二工業団地（上石上）野崎第二工業団地（上石上）富池温泉神社（富池）富池温泉神社（富池）光丸山法輪寺「西行桜」（佐良土）光丸山法輪寺「西行桜」（佐良土）

辰ノ口のエドヒガンザクラ（黒羽向町）辰ノ口のエドヒガンザクラ（黒羽向町）大野放牧場（湯津上）大野放牧場（湯津上）

正覚山光厳寺（寺宿）正覚山光厳寺（寺宿）
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